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教育保育課（特別支援担当） 072（740）１401問い合わせ

園所での個別の支援の説明会

　市内の園所に通う子どもへの個別の支援に関する
説明会を行います。参加を希望する保護者は申し込
みが必要です。
時 ８月 18 日㈮午後３時―４時、９月７日㈭午前
10 時半―11 時半▷ 場 キセラ川西プラザ
２階▷ 対 園所で個別の支援を希望する保
護者▷ 申 ８月 14 日㈪までに申し込み
フォームから教育保育課へ

申込期限は８月 14 日

広報広聴課　 072（740）１104問い合わせ

市ホームページに広告を出しませんか

　市ホームページに掲出する有料バナー広告の広告
主を募集。掲出希望月の１カ月半前までに、市ホー
ムページに掲載の様式に必要事項を書き、必要書
類を添付の上、広報広聴課へ郵送してく
ださい。広告内容が適切でないものや
意見広告に関するものなどは掲載できま
せん。
【規格】
　高さ 50 ピクセル×幅 190 ピクセル、容量 20 キロ
バイト以内の JPEG か GIF 形式の静止画。
【掲載料】
　１枠当たり１カ月につき１万 3,000 円（6 カ月以上
継続掲載の場合は割引あり）。

１枠１カ月につき１万 3,000 円

地域福祉課　 072（740）1189問い合わせ

ＬＩＮＥで日常のことを相談できます

　「相談専用 LINE」では匿名・無料で相談を受け
付けています。一人で悩まず、どんなことでも気軽
に相談を。初めての人は下の２次元コードを読み込
み、画面の案内に従って利用してください。
【相談例】
　生活が苦しい▷家族のことが心配▷毎日の生活が
楽しくない▷働きたくても働けない。
【相談日時】
　毎週水曜日の正午―午後４時、毎週金
曜日の午後４時―８時。受付時間は、終
了時間の 30 分前。相談日が祝日（年末
年始除く）の場合でも実施しています。

毎週水・金曜日受け付け

お気に入りの公園を描こう
公園緑地課　 072（740）1185問い合わせ

　市内にあるお気に入りの公園を描く公園マップを
募集します。
　作品は、市役所１階の市民ギャラリーで 11 月に
展示予定。応募期間は８月１日㈫～９月８日㈮で
す。応募者には感謝状を送付します。
対市在住の小学生
申 郵市役所５階の公園緑地課に備え付けの応募用紙

（市ホームページからダウンロード可）
に市内の公園マップを描いて、９月８
日（必着）までに公園緑地課へ（用紙
持参可）

わくわく公園マップを募集

全国一斉情報伝達訓練を実施
危機管理課　 072（740）1145問い合わせ

　８月 23 日㈬午前 11 時ごろ、内閣府がＪアラー
ト（全国瞬時警報システム）を通じて、全国一斉に
自動で配信。市内 25 カ所の屋
外スピーカーから、内閣府の全
国一斉情報伝達訓練の放送が流
れます（当日の気象状況などに
よって、中止する場合あり）。
　放送内容が聞き取れない場合
は、無料のテレホンガイド
0120（367）889 で確認を。

８月 23 日に J アラートが流れます

特別障害者手当などを振り込みます

　福祉手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・特
別児童扶養手当を８月10 日㈭に、重度心身障害者

（児）介護手当を31 日㈭に振り込みます。支払通知書
は発送しないため、口座を確認してください。
　３カ月以上入院した人や施設に入所した人は、受
給資格がなくなる場合があるため申し出てくださ
い。また、障がいのある人で常時介護が必要となった
人は、手当の対象になる場合があります。
　詳しくは、特別障害者手当と18 歳以上の人の重
度心身障害者（児）介護手当は、市役所１階の障害福
祉課、障害児福祉手当と18 歳未満の人の重度心身
障害者（児）介護手当と特別児童扶養手当は、同３階
のこども支援課（育成担当）へ。

こども支援課（育成担当） 072（740）1400
障害福祉課　 072（740）1178問い合わせ

対象者は口座を確認してください

児童扶養手当などの申請は早めに

　児童扶養手当と特別児童扶養手当の申請を受け付
けています（それぞれ支給要件と所得制限あり）。
詳しくは児童扶養手当はこども支援課（手当担当）、
特別児童扶養手当は同課（育成担当）へ。
【児童扶養手当】
　対象は、平成 17 年４月２日以降に生まれた、以
下の要件を満たす児童を養育している人。
　①離婚や未婚、死亡などで、父または母と生計を共
にできない②父か母に極めて重度の障がいがある。
▶新規申請する人
　同課（手当担当）で随時受け付け。申請日の翌月
分からの支給。
▶受給中・支給停止中の人
　現況届を８月１日㈫～ 31 日㈭に同課（手当担当）
で受け付け。なお、27 日㈰の受付時間は午前 10
時―午後３時、14 日㈪～ 18 日㈮は午前９時―午
後７時。所得制限などにより手当が支給停止中の人
は郵送での申請が可能。
【特別児童扶養手当】
　対象は、20 歳未満で中度～重度の障がいがある
児童を養育している父または母、養育者。
▶新規申請する人
　同課（育成担当）で随時受け付け。申請月の翌月
分からの支給。
▶受給中・支給停止中の人
　所得状況届を８月 10 日㈭～９月 12 日㈫に同課

（育成担当）で受け付け（郵送可）。

こども支援課（育成担当） 072（740）1400
こども支援課（手当担当） 072（740）1179問い合わせ

各種手当の申請を受け付けます

納期限は８月 31日㈭です

８月27日㈰に市税・保険税（料）
休日納付相談窓口を開設

　８月 27 日㈰午前９時半―午後４時に、休日納付相談
窓口を開設します。市役所１階の保険収納課 072（740）
1177 と介護保険課 072（740）1148、同２階の市税収納
課 072（740）1135 へ。

８月の接種案内一覧

接種予約／市予約専用コールセンター 0570（056）787 　　　接種予約以外／市ワクチンコールセンター 0570（022）599

８月以降の接種のお知らせ新型コロナウイルス
ワ ク チ ン 接 種

市の情報をテレビやSNSでも
　テレビの地上デジタル放送３チャンネル（サンテ
レビ）のｄボタンで、市の情報や災害時の情報など
を発信しています。また、市公式 LINE やツイッター、
インスタグラムも随時更新していますので、ぜひ登

録してください。

Twitter InstagramLINE

市・県民税〈第２期〉
　課税については市民税課 072（740）1132、納付に
ついては市税収納課 072（740）1135 へ。

個人事業税〈第１期〉
　詳しくは伊丹県税事務所 072（785）9417 へ。

国民健康保険税〈第３期〉
後期高齢者医療保険料〈第２期〉
　詳しくは保険収納課 072（740）1177 へ。

介護保険料〈第２期〉
　詳しくは介護保険課 072（740）1148 へ。

　　　　　　　種別 　　　　　　　　　　対象 　　 接種日 　　　　 会場

①春開始接種
３～６回目（オミクロン株対応）

65 歳以上、基礎疾患がある、
医療機関や高齢者・障害者施設などの従事者 　医療機関での個別接種

　詳しくは市ホーム
　ページへ②初回接種

１・２回目（従来型）
12 歳以上

③小児用
１・２回目（従来型）
３回目以降（オミクロン株対応）

５～ 11 歳
19 日㈯ 保健センター

④乳幼児用
１～３回目（従来型）

生後６カ月～４歳

令和５年春開始接種
　65歳以上などが対象の「令和５年春開始接種」の実
施は８月31日㈭まで。65歳以上や基礎疾患のある人が
り患した場合、重症化リスクが高いため、接種の努力
義務が適用されています。接種の検討をお願いします。

令和５年秋開始接種
　国は、追加接種が可能な全年齢を対象に、９～12月
で１回接種を行う方針を示しています。詳しい情報が発
表され次第、接種券の配布方法や実施日などを市ホー
ムページや広報誌でお知らせします。
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